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◦申し込み・問い合わせ　役場総合政策課　情報計画係　☎ 096（293）5211、FAX 096（292）9415
町ホームページのバナー広告を募集します募集

町
で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
バ
ナ
ー

広
告
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

バ
ナ
ー
広
告
と
は
、
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
企
業
な
ど
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
リ
ン
ク
さ
せ
る
も
の
で
、
企
業
の
Ｐ

Ｒ
、
地
域
経
済
の
活
性
化
、
新
た
な
財

源
確
保
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
、
あ
な
た
の
会
社
の
バ
ナ
ー
広
告
を

掲
載
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

現
代
社
会
で
は
、
何
か
に
つ
い
て
調

べ
る
と
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

す
る
こ
と
が
浸
透
し
て
い
ま
す
。
よ
そ

の
町
に
出
か
け
る
と
き
に
は
、
そ
の
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
一
度
確
認
す
る
こ

と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

当
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
月
平
均

１
６
，
０
０
０
件
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
り

ま
す
。

日
曜
日
に
税
金
な
ど
の
支

払
い
窓
口
を
開
き
ま
す
。

　
支
払
い
が
お
済
み
で
な
い
人

は
、
こ
の
機
会
を
ぜ
ひ
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

●
日
時　
３
月
13
日
（
日
）

　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

●
場
所　
役
場
２
階
各
課
窓
口

●
各
支
払
い
の
問
い
合
わ
せ　

○
町
税　

役
場
税
務
課　
管
理
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
７

○
住
宅
使
用
料

役
場
住
民
課　
住
宅
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
２

○
保
育
料

役
場
子
育
て
支
援
課　

　
　
　
　
　
　
子
育
て
支
援
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）５
９
８
１

○
下
水
道
受
益
者
負
担
金
な
ど

役
場
下
水
道
課　
管
理
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）５
６
７
９

町ホームページ　http://www.town.ozu.kumamoto.jp/
メールアドレス　sougou@town.ozu.kumamoto.jp

■バナー広告掲載料
　月額1,500円～8,000円（掲載場所により
金額が異なります）
■掲載期間　翌年３月末まで（１カ月単位でも可）
■申込方法
　掲載申込書を郵送・FAX・メールいずれ
かで送付してください ※大津町有料広告掲載要綱第３条に該当する内容の広告は掲載できません。

例 : 法令などに違反するものまたはそのおそれがあるもの／公序良俗に
反するものまたそのおそれがあるもの／政治性、宗教性のあるもの
／掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

ホームページを持っていない各種事業所・団体
などもバナー広告が掲載できます
　規定のフォームで簡易なページを作成し、バナー広告に掲載
することができます。お気軽にご利用ください。
◆文字数　 　1,000文字以内
◆写真などの画像データ
　　　　　　　　　３枚以内
◆添付ファイル　2.0MB 以内

例
・会社やお店の紹介・PR
・各種団体などのイベント情報
（発表会・コンサートなど）

国保

町
外
に
在
住
の
学
生
用
保

険
証
の
交
付
・
更
新
な
ど

の
届
出
に
つ
い
て

▼
修
学
の
た
め
に
転
出
し
た
と
き

　
大
津
町
の
国
民
健
康
保
険
の
資

格
を
持
つ
学
生
で
、
修
学
の
た
め

に
町
外
に
転
出
し
た
場
合
、
申
請

す
る
と
特
例
と
し
て
引
き
続
き
大

津
町
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
学
校
を
卒
業
し
た
と
き
、
在

　
籍
し
な
く
な
っ
た
と
き

　

住
民
票
が
町
外
に
あ
る
場
合

は
、
大
津
町
の
国
民
健
康
保
険
に

は
加
入
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
喪

失
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
就
職
し
て
職
場
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
も
同
様
に

国
民
健
康
保
険
の
喪
失
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
大
津
町
国
民
健
康
保
険
を
喪

　
失
し
た
後
は

　
社
会
保
険
に
加
入
し
な
い
場
合

は
、
喪
失
手
続
き
の
際
に
交
付
さ

れ
る「
資
格
喪
失
証
明
書
」を
持
っ

て
、
住
所
地
の
役
所
で
国
保
加
入

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
間
は

平
成
28
年
４
月
１
日
～
平
成
29
年
３
月
31
日

　
毎
年
３
月
末
に
行
っ
て
い
る
保
険

証
の
更
新
は
、
郵
便
局
の「
簡
易
書

留
」の
郵
送
で
行
い
ま
す
。

　
簡
易
書
留
と
は
、
申
し
込
み
を
し

た
時
間
と
届
い
た
時
間
を
記
録
す
る

郵
便
で
す
。
郵
便
局
員
か
ら
手
渡
し

で
配
達
さ
れ
、
受
け
取
り
に
は
、
受

領
印
が
必
要
で
す
の
で
、
確
実
に
お

届
け
す
る
事
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
更
新
に
伴
い
有
効
期
限
を

過
ぎ
た
保
険
証
は
、
各
自
適
正
に
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。

●
郵
送
期
間

　
３
月
中
旬
～
３
月
31
日（
木
）

※
３
月
中
に
受
け
取
れ
な
か
っ
た
場

合
は
、
４
月
１
日（
金
）以
降
に
、
役

場
健
康
保
険
課
国
保
・
医
療
係
の

窓
口
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

●
窓
口
交
付
に
必
要
な
も
の

・
印
か
ん

・
本
人
確
認
書
類

　
（
免
許
証
や
保
険
証
な
ど
）

・
委
任
状

　
（
別
世
帯
の
人
が
受
け
取
る
場
合
）

※
事
前
に
窓
口
交
付
を
申
請
し
て
い

る
人
は
、
３
月
９
日（
水
）か
ら
受

け
取
り
が
で
き
ま
す
。

※
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
す
る
人

は
、
保
険
証
の
色
は
同
じ
で「
退

職
被
保
険
者
証
」と
表
示
し
て
い

ま
す
。

平成28年度の新しい国民健康保険証を発送します
◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎ 096（293）3114

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
と
き
・
や
め
る
と
き
は

届
出
が
必
要
で
す

　
国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
健
康

保
険
（
職
場
の
健
康
保
険
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
）
に
加
入
し
て

い
る
人
や
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
人
以
外
の
す
べ
て
の
人
が
住
所

地
で
加
入
し
ま
す
。

　
健
康
保
険
の
切
り
替
え
は
自
動

的
に
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
取

得
・
喪
失
な
ど
の
変
更
が
あ
っ
た

と
き
に
は
、
14
日
以
内
に
役
場
健

康
保
険
課
国
保
・
医
療
係
へ
届
出

て
く
だ
さ
い
。

〇
届
出
が
遅
れ
る
と
…
…

◆
加
入
の
場
合

　

加
入
資
格
を
得
た
日（
他
の
健

康
保
険
の
喪
失
日
）ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
保
険
税
を
納
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

◆
や
め
る
場
合

　
他
の
健
康
保
険
加
入
後
に
、
国

民
健
康
保
険
証
を
使
用
す
る
と
、

国
民
健
康
保
険
が
負
担
し
た
医
療

費
、
健
診
な
ど
の
助
成
金
を
返
還

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
国
民
健
康
保
険
の
保

険
税
と
新
た
に
加
入
し
た
健
康
保

険
の
保
険
料
を
二
重
に
納
め
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

どんなとき 届出に必要なもの

国
保
に
加
入

す
る
と
き

他の市町村から転入してきたとき
（職場の健康保険に加入していない場合）

・転出証明書
・印かん

職場の健康保険をやめたとき
（扶養からはずれたとき）

・職場の健康保険（社会保険など）をやめた証明書※
・印かん
※健康保険資格喪失証明書や離職票など、誰がいつ、どの健康保険を

やめたかがわかる証明書が必要です。

国
保
を

や
め
る
と
き

他の市町村に転出するとき ・国民健康保険証（全員分）
・印かん

職場の健康保険に加入したとき
（扶養に入ったとき）

・国民健康保険証（全員分）
・職場の健康保険証（全員分）
・印かん

学
生
用

保
険
証
手
続
き

修学のために町外に転出した時 ・学生証や在学証明書
・印かん

学校を卒業したとき
（在籍しなくなったとき）

・卒業証書などの卒業した日がわかるもの（または除籍日がわかるもの）
・国民健康保険証
・印かん

国保 国民健康保険の届出はお済みですか？ 14日以内に届出を
◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎ 096（293）3114

大
津
つ
つ
じ
祭
実
行
委
員

会
で
は
、
４
月
17
日

（
日
）に
開
催
さ
れ
る
大
津
つ
つ

じ
祭
の
ス
テ
ー
ジ
、
パ
レ
ー
ド

出
演
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

団
体
の
Ｐ
Ｒ
や
習
い
事
の
成
果

を
披
露
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
！

ふ
る
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
当
日
の
ス
テ
ー
ジ
や

パ
レ
ー
ド
の
お
手
伝
い
、
前
日

の
準
備
を
し
て
く
れ
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ（
中
学
生
以

上
）も
募
集
し
て
い
ま
す
。
町

民
み
ん
な
が
楽
し
め
る
大
津
つ

つ
じ
祭
を
一
緒
に
盛
り
上
げ
ま

し
ょ
う
。

●
申
込
期
限

　
３
月
11
日（
金
）　

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
大
津

　
つ
つ
じ
祭
り
実
行
委
員
会
で

　
選
定
を
行
い
ま
す
。

大津つつじ祭をいっしょに盛り上げよう！参加者募集
◦申し込み・問い合わせ　大津つつじ祭実行委員会（明日の観光大津を創る会事務局）　☎ 096（294）2877

募集

３月13日（日）、支払い窓口を開きます！
◦問い合わせ　各担当課にお問い合わせください

休日
開庁
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